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南
北
朝
の
争
乱
を
蝿
に
し
て
、
海
辺
な
ら
び
に
防
蝋
土
豪
の
多
く
が
海
賊

（
１
）

衆
を
形
成
し
て
行
き
、
そ
れ
ら
は
室
町
中
期
以
降
、
警
固
衆
と
し
て
、
椎
Ⅲ

（
２
）

勢
家
（
有
力
社
寺
・
守
護
大
名
等
）
と
提
携
、
さ
ら
に
、
戦
国
大
名
の
支
配

（
３
）

下
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
国
体
制
下
で
の
水
軍
の
役
割
を
架
す

よ
う
に
な
る
。

こ
の
中
世
に
お
け
る
政
争
と
動
乱
の
中
で
、
海
賊
衆
は
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
形
成
に
島
喚
土
豪
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て

い
た
の
か
、
南
北
朝
期
に
海
賊
衆
と
し
て
活
躍
し
た
忽
那
氏
に
的
を
絞
り
、

ｎ
入

は
じ
め
に

「
長
講
堂
倣
忽
川
島
荘
と
忽
那
氏

二
、
惣
額
制
と
庶
子
の
台
頭

三
、
所
倣
細
分
化
に
よ
る
庶
家
の
仙
防
進
川
と
海
賊
衆
の
形
成

四
、
南
朝
政
権
と
忽
那
海
賊
衆

結
びは
じ
め
に

法
政
史
学
第
三
十
七
号

伊
予
国
の
島
蝋
士
一
家
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成

一
、
長
講
堂
領
忽
那
島
荘
と
忽
那
氏

（
８
）

（
９
）

「
忽
那
氏
系
図
」
お
よ
び
「
忽
那
鵬
附
発
記
」
に
よ
る
と
、
忽
那
氏
は
藤

原
道
長
の
祷
孫
（
あ
る
い
は
孫
）
の
親
賢
を
机
と
し
て
い
る
が
、
藤
原
北
家

（
川
）

道
長
流
系
図
に
は
、
親
賢
と
い
う
人
物
名
は
見
出
せ
ず
、
こ
れ
は
仮
託
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
藤
原
姓
忽
那
氏
の
出
自
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
忽
那
島
が

忽
那
氏
に
よ
る
島
蝋
支
配
の
過
爬
と
そ
の
形
態
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海

賊
衆
形
成
の
一
端
を
垣
間
見
よ
う
と
思
う
。
ま
た
、
争
乱
期
に
お
い
て
、
海

賊
衆
が
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
南
朝
政
権
と
忽

那
氏
と
の
関
係
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
承
よ

う
と
思
う
。

（
４
）

な
お
忽
那
氏
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
、
多
く
の
研
究
が
な

さ
れ
て
き
た
。
本
摘
は
、
そ
れ
ら
先
学
の
貴
巫
な
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、

（
５
）

（
６
）

（
７
）

診
叩
を
股
附
し
た
が
、
特
に
、
、
肌
汕
勉
氏
、
岡
川
政
男
氏
、
石
野
弥
栄
氏
の
研

究
が
、
本
柵
の
折
針
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
き
た

い
。

蹟

一

八

浩
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（
麹
）

平
安
中
期
ま
で
官
牧
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
平
安
末
期
に
、
函
こ
の
忽
那
島
糀
は
、
長
講
堂
が
領
家
で
、
本
所
は
後
白
河
院
以
降
、
穴
陽

（
別
）
（
閲
）

で
に
、
そ
の
机
、
藤
原
俊
平
が
開
発
領
主
と
し
て
史
料
上
に
現
わ
れ
て
い
る
門
院
、
鷹
司
院
を
経
て
後
癖
弊
早
院
、
伏
見
院
、
後
伏
見
院
等
持
明
院
統
へ
と

（
妬
）

こ
と
か
ら
ゑ
て
、
あ
る
い
は
、
牧
の
現
地
管
理
者
が
官
牧
衰
退
に
乗
じ
て
、
継
一
承
さ
れ
た
が
、
他
の
荘
園
領
主
Ｊ
も
介
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

（
皿
）

（
町
）

島
を
開
発
し
て
い
っ
た
と
Ｊ
も
考
え
ら
れ
、
忽
那
氏
は
そ
の
系
譜
に
あ
る
Ｊ
も
の
布
野
氏
が
明
解
な
論
述
を
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
る
と
し
て
、
領
家

で
は
な
か
ろ
う
か
。

その俊平は、寿永元年（一一八二）、長講堂に米麦を寄進して、長講堂と忽那氏の関係について、二、一一一一一一一口及したい。
（
犯
）

寺領が施行されたことになっている。しかし、この時期についてへ辨弄下の寄進によって、下司職を掌握していた忽那氏は、兼平、
（
旧
）

は諸説があって即断しかねるが、犬編元年（一一一三一一一）の関東下伽Ⅲ州ⅧⅧ川趣ⅦⅧ鍵川畑峨川川洲洲吐いぃ峨鉗肱Ⅷ函朏洲肌川
（
Ｍ
）

（
胆
）

知
状
写
に
、
「
机
父
俊
平
令
レ
帝
。
進
長
講
堂
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
俊
平
の
す
よ
う
に
な
る
・

代
に
、
忽
那
島
荘
が
長
講
堂
領
莊
園
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が

右
当
嶋
下
司
国
東
巧
新
俵
、
押
領
松
森
名
之
由
、
以
雑
掌
解
、
自
領
家

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

依
被
脈
（
中
略
）
者
為
下
司
職
抑
領
松
古
名
由
事
、
頗
為
預
所
之
虚
訴

こ
の
長
講
堂
領
忽
那
島
荘
の
存
在
を
示
す
最
初
の
史
料
は
、
処
久
一
一
年

鍬
、
然
則
守
承
久
御
下
知
状
、
当
鵬
地
頭
職
井
松
吉
名
等
、
国
重
任
先

（
恥
）

（
一
一
九
一
）
十
月
の
注
進
状
（
島
田
文
聿
昌
）
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
長
講

例
可
令
領
知
之
状
如
件

堂
は
課
役
と
し
て
、
簾
・
畳
・
砂
金
・
統
松
・
兵
士
役
等
々
を
課
し
て
い
る

血
水
元
年
七
月
什
七
Ⅱ

掃
部
助
平
在
判

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
課
役
が
雑
公
事
的
性
質
の
Ｊ
も
の
で
あ
る
こ

駿
河
守
平
在
判

（
Ⅳ
）

と
か
ら
、
莊
務
権
の
加
何
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
領
主
権
が
問
題
と
さ
れ
た
国
砿
は
領
家
側
か
ら
、
松
圭
川
名
を
押
領
し
た
と
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
天
福
元
年
の
下
知
状
「
一
一
百
余
万
弁
済
之
」
や
応
永
十
四
年
（
一
四
○
が
、
幕
府
は
、
そ
の
訴
え
を
「
頗
為
一
一
預
所
之
虚
訴
一
鍬
」
と
称
し
て
退
け
て

（
旧
）

七
）
一
二
月
の
前
筑
後
守
益
直
注
進
長
講
堂
目
録
「
忽
那
庄
年
貢
米
五
十
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
相
論
が
起
っ
た
の
か
、
そ

石
」
等
か
ら
み
て
、
必
ず
し
Ｊ
も
雑
公
事
的
な
ｊ
も
の
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。
の
原
旧
と
な
っ
た
松
吉
名
に
つ
い
て
の
領
有
関
係
を
遡
及
し
て
承
よ
う
。

ま
た
荘
務
権
に
つ
い
て
Ｊ
も
、
建
長
五
年
（
一
二
五
一
一
一
）
の
「
預
所
肥
後
左
衛
元
久
二
年
（
一
一
一
○
五
）
五
月
六
日
付
関
東
下
知
状
で
は
、
「
当
嶋
内
束

（
犯
）

門
入
道
肌
殴
、
永
忙
一
一
一
年
（
一
二
九
五
）
の
「
雑
掌
道
覚
」
、
正
安
四
年
方
武
藤
名
老
、
介
兄
兼
平
譲
割
得
之
『
同
西
方
松
吉
名
者
、
家
平
譲
得
之
処
、

（
一
一
一
一
○
一
一
）
の
「
雑
拳
法
橘
舩
郵
等
、
長
講
堂
の
補
任
す
る
雑
掌
が
派
雑
平
致
乱
妨
云
々
、
事
若
実
者
尤
以
不
便
、
早
停
止
一
一
兼
平
之
妨
『
任
二
譲
状
一

道されている一｛阯弥ら、忽那島荘に限れば、永原氏の一一一一口う「莊務可レ令二家平領知一之状、依二鎌倉殿仰『下知如し件」とあるが、承久
一
一
一
年
（
一
二
一
一
一
）
閏
十
月
十
一
一
日
付
関
東
下
知
状
写
で
は
、
「
任
二
相
伝
知

権
を
持
た
な
い
荘
園
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
九

伊
予
国
の
島
蝋
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）
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行
井
故
右
大
臣
家
御
下
文
『
藤
原
国
電
可
し
令
一
一
安
堵
一
也
、
兼
又
当
嶋
内
松

士
Ⅱ
名
田
畠
、
同
無
二
相
違
一
可
レ
致
二
沙
汰
一
之
状
、
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
と
あ

っ
て
、
家
平
に
領
知
し
た
は
ず
の
松
吉
名
を
、
幕
府
は
兼
平
の
嫡
子
国
敢
に

安
堵
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
理
由
と
し
て
、
、
家
平
に
は
継
承
す
べ
き
子
孫
が
無
く
、
家
平
の
死

去
に
よ
っ
て
、
口
然
に
そ
の
所
補
が
惣
領
国
耽
の
手
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た

場
合
。
⑧
家
平
が
何
ら
か
の
事
件
に
係
っ
て
、
そ
の
所
帯
を
喪
失
し
た
場

合
。
こ
の
二
通
り
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
下
知
状
が
承
久
の
変

終
烟
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
後
者
Ｕ
、
す
な
わ
ち
、
承
久
の
変
に
お
い

（
釦
）

て
、
家
平
が
河
野
通
信
と
共
に
一
品
方
に
つ
き
、
没
落
し
た
結
果
と
解
釈
し
た

方
が
妥
当
な
し
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

た
だ
、
こ
の
關
所
地
の
給
付
に
際
し
て
は
、
一
般
論
と
し
て
、
他
の
御
家

（
別
）

人
に
充
行
っ
た
例
が
多
か
っ
た
が
、
忽
那
氏
の
場
〈
口
、
一
族
の
物
心
領
国
雨

が
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
国
軍
目

（
犯
）

身
の
承
久
の
変
に
お
け
る
勲
功
と
幕
府
に
よ
る
西
国
御
家
人
懐
柔
政
策
の
意

図
が
働
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
松
書
名
を
幕
府
が
国
瓶

に
与
え
た
理
由
は
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
領
家
側
か
ら
「
新
儀
押
領
」
と
訴

え
ら
れ
た
こ
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

建
永
二
年
（
一
二
○
七
）
五
月
六
日
付
実
朝
御
教
書
に
、
「
伊
予
国
忽
那

嶋
地
頭
名
並
給
田
州
事
、
以
・
一
申
状
一
披
露
処
、
不
し
可
レ
有
二
新
儀
『
可
レ
依
二

先
例
一
之
由
、
」
と
あ
っ
て
、
兼
平
は
、
俊
平
か
ら
譲
与
さ
れ
た
武
藤
名
を
、

幕
府
か
ら
地
頭
名
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
領

家
側
か
ら
の
異
議
の
申
立
て
は
無
く
、
国
瓶
が
松
吉
名
を
領
知
し
た
後
に
、

初
め
て
相
論
を
起
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
松
吉
名
こ
そ
、
領
家
の
進
止

法
政
史
学
第
三
十
七
号

国
政
の
手
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
忽
那
氏
の
諸
職
、
所
領
は
、
国
璽
逝
去

後
、
そ
の
子
、
通
敢
、
盃
俊
、
耐
康
等
に
分
割
譲
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
一
族
間
の
内
紛
の
原
山
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
重

俊
と
頑
康
が
、
次
に
、
頭
康
、
遠
爪
と
突
飛
が
、
各
々
の
諸
職
、
所
領
の
所

有
権
を
め
ぐ
っ
て
相
論
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
内
紛
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
、
分
割
さ
れ
た
諸
職
な
ら
び
所
領
、
さ
ら
に
、
忽
那
氏
の

す
る
名
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
元
久
二
年
の
下
知
状
の
内
容
を
解
釈
す
る
と
、
「
兼
平

致
二
乱
妨
一
」
と
は
、
兼
平
が
俊
平
か
ら
譲
与
さ
れ
た
下
司
職
の
職
権
を
行
使

し
て
、
松
吉
名
に
介
入
し
て
起
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
そ
の
兼
平
や
嫡
子
国
虚
が
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
対
抗
し
て
、

（
羽
）

家
平
は
、
伊
予
本
士
の
新
興
豪
族
河
野
氏
と
の
関
係
を
緊
密
化
さ
せ
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
六
波
羅
下
知
状
写
に
は
、
「
当
鴫
下
司
国
璽
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
領
家
側
が
一
方
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
国
重
は
す
で
に
、

承
元
二
年
（
一
二
○
八
）
に
瀞
府
よ
り
地
頭
職
を
得
て
お
り
、
国
軍
が
下
司

で
あ
っ
た
と
は
み
な
し
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
時
期
以
降
、
長

識
唯
は
所
務
の
雑
掌
を
補
任
し
、
忽
那
島
に
而
三
派
過
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
以
後
、
こ
の
長
講
堂
雑
蟻
と
忽
那
氏
は
下
地
相
論
を
繰
り
返
す
の
で
あ

（
鈍
）

る
が
、
在
地
領
主
忽
那
氏
の
一
肌
に
、
長
講
堂
側
は
譲
歩
を
重
ね
、
室
町
中
期

頃
に
は
、
忽
那
島
荘
に
お
け
る
権
益
を
完
全
に
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

二
、
惣
領
制
と
庶
子
の
台
頭

一

一

○
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惣
領
制
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

（
弱
）

建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
二
月
十
四
日
の
和
与
状
に
そ
っ
て
、
忽
那
島
地

頭
職
は
東
西
に
分
割
す
る
こ
と
が
幕
府
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
妬
）

が
、
さ
ら
に
、
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
七
月
九
日
付
将
軍
家
政
所
下
文
で
、

弥
亀
九
（
実
砺
）
が
通
航
の
契
状
に
従
っ
て
、
西
浦
惣
追
捕
使
職
な
ら
び
木

重
名
を
幕
府
か
ら
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
職
な
ら
び
名
は
、
こ
れ
以
前
の

史
料
に
は
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
国
砿
が
所
冊

を
分
割
す
る
際
、
通
収
に
創
設
し
て
譲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
西
湘
惣
追
捕
使
職
な
ら
び
末
重
名
を
め
ぐ
っ
て
、
西
加
地

頭
璽
康
、
速
重
と
実
皿
と
の
相
論
が
起
こ
っ
て
い
る
。

伊
予
国
忽
那
岻
左
兵
衛
尉
実
亜
法
師
鎚
捧
雑
輕
与
同
十
郎
左
衛
門
川
並
康

禮
却
子
息
遠
砿
相
論
条
を

一
西
浦
惣
追
杣
使
職
事

一
木
重
名
事

右
如
訴
状
者
、
於
当
職
者
、
任
亡
父
四
郎
左
衛
門
通
菰
譲
状
、
船
安
堵

畢
、
而
頑
康
致
遮
乱
云
々
、
如
陳
状
者
至
実
重
所
職
老
、
重
康
無
其
縛
、

（
実
重
）

（
国

而
押
領
之
申
甲
之
条
存
外
也
云
々
、
（
中
略
）
愛
如
性
運
所
進
本
主
西

創繼躯靴榊紗嫡子通埴醗麺雌長三年四月廿八日状者、譲が忽那
嶋
内
処
分
事
、
｜
西
浦
惣
追
捕
使
職
、
｜
末
重
名
事
、
右
任
相
伝
之

状
、
（
中
略
）
右
任
親
父
左
衛
門
尉
通
重
建
長
五
年
二
月
廿
九
日
契
状

可
令
領
掌
云
々
者
於
件
所
職
者
通
重
為
本
主
西
信
嫡
子
得
西
信
譲
畢
、

通
砺
譲
性
運
休
運
任
彼
状
建
長
給
安
堵
状
畢
、
而
遠
重
為
三
男
之
流
、

以
胸
臆
今
恩
給
山
申
之
条
、
甚
為
好
謀
歎
、
就
中
遠
重
初
則
不
相
鋳
之

山
称
之
後
、
亦
令
恩
給
之
旨
号
之
、
先
後
之
詞
渉
両
端
之
条
、
又
以
為

伊
予
同
の
曲
綱
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

陰
謀
轍
、
然
則
於
当
職
者
停
止
遠
市
濫
妨
、
任
西
信
通
重
譲
状
等
井
安

堵
御
下
文
、
可
令
性
運
領
知
、
（
中
略
）

正
応
元
年
六
月
二
日

（
大
仏
宣
時
）

一
別
武
蔵
守
平
朝
臣
（
花
押
）

（
北
条
負
時
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
実
重
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
問
題
と
な
る
の
は
、
西
浦
惣
追
補
使
臓
の
職
権
と
、
そ
れ
を
国
価
か
ら
綾

い
き
れ
た
通
爪
系
統
の
忽
那
氏
に
お
け
る
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
。

「
忽
那
氏
系
図
」
に
よ
る
と
、
嫡
子
は
重
俊
で
、
通
重
は
二
男
、
軍
康
は

（
町
）

五
男
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
下
知
状
で
は
、
「
嫡
子
通
重
」
、
「
三
男
爪
康
」

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
先
の
建
長
六
年
の
下
知
状
で
は
、
「
左
衛
門
尉
重

俊
か
舎
餉
左
衛
門
別
祇
康
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
二
男
は
重
俊
」

と
な
る
も
の
と
思
え
る
。

こ
の
「
忽
那
氏
系
図
」
が
後
世
に
作
成
さ
れ
た
経
過
か
ら
染
れ
ば
、
こ
れ

ら
二
通
の
下
知
状
の
方
が
史
料
的
価
値
が
高
く
、
次
の
よ
う
な
略
系
図
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

忽
那
氏
略
系
図
（
忽
那
川
相
伝
之
証
文
に
よ
り
作
成
）

（
法
名
西
信
）
嫡
流
｛
華
詫
鑓
誕
丸
｝

俊
平
ｌ
聰
平
Ｉ
国
璽
１
１
通
重
ｌ
実
重
Ｉ
性
俊

丁
雇
ｌ
久
璽
１
重
義
Ｈ
繩

Ｉ
農
ｌ
遠
重（
羽
）

ま
た
、
幕
府
か
ら
の
発
給
文
書
の
形
態
及
び
内
容
か
ら
ゑ
て
、
通
重
系
統

が
嫡
流
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、

一一一
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以
後
の
忽
那
氏
発
展
状
況
か
ら
ふ
て
、
忽
那
一
族
の
実
権
は
重
俊
系
統
が
掌

握
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
通
重
が
領
掌
し
た
西
浦
惣
追
捕
使
職
の
権
能
と
合

わ
せ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
羽
）

徳
治
三
年
（
一
一
二
○
八
）
の
沙
弥
性
運
（
実
敢
）
譲
状
並
外
題
安
堵
状
に

よ
る
と
、
「
惣
迫
柵
使
職
事
、
可
レ
致
一
一
所
務
一
堺
者
、
可
し
為
し
自
二
脂
田
浦
一

上
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
於
二
京
都
関
東
御
公
事
等
一
者
、
任
下
被
二
仰
下
一
之

』
仏
随
二
嫡
子
並
庶
子
等
、
田
畠
分
限
一
可
レ
致
二
其
沙
汰
『
検
断
以
下
所
務
者

且
守
二
先
例
『
且
任
二
御
下
文
等
一
可
し
令
一
一
知
行
一
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
惣
迫
捕
使
職
の
権
能
は
、
検
断
以
下
の
所
務
職
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
沙
汰
範
朋
が
熊
Ⅲ
浦
よ
り
上
の
地
域
と
限
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問

胆
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
日
熊
田
油
よ
り
上
と
は
、
熊
田
浦
以
北
を
指
し
、
西
洲
全
域

を
包
括
す
る
も
の
と
推
測
で
き
る
が
（
付
表
２
参
照
）
、
重
俊
が
譲
与
さ
れ

た
東
浦
が
、
ま
っ
た
く
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ロ
京
都
・
鎌
倉
の
公
事
に

つ
い
て
も
、
田
畠
の
而
祇
に
応
じ
て
沙
汰
す
る
と
あ
る
が
、
そ
の
沙
汰
権
も

検
断
権
の
範
剛
を
越
え
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
忽
那
氏
庶
流

（
填
俊
系
統
）
は
嫡
流
（
通
遁
系
統
）
の
支
配
外
に
あ
っ
た
も
の
と
惟
測
で

き
る
こ
と
（
但
し
、
西
浦
地
頭
職
な
ら
び
松
吉
名
を
譲
与
さ
れ
た
重
康
系

統
は
嫡
流
の
検
断
及
び
沙
汰
範
囲
内
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
先
の
雨
康
、

遠
頂
と
実
粛
と
の
相
論
の
原
因
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
口
「
忽
那
氏

系
図
」
で
は
、
国
菰
の
子
盛
重
の
付
註
に
、
「
東
浦
惣
追
捕
使
」
と
あ
る
が
、

東
浦
に
惣
追
捕
使
職
が
設
け
ら
れ
た
裏
付
け
が
な
く
、
か
り
に
、
設
置
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
状
況
か
ら
ゑ
て
、
東
浦
地
頭
職
の
中
に
解
消

法
政
史
学
第
三
十
七
号

三
、
所
領
細
分
化
に
よ
る
庶
家
の
他
島
進
出
と
海
賊
衆
の
形
成

、
、
、
、

、
、
、
、

「
寛
治
年
中
六
鵬
開
発
、
烹
保
之
頃
、
大
浦
八
幡
奉
遷
六
鴫
」
、
「
嫡
一
一
一
即

大
輔
籾
朝
、
枝
嶋
開
発
、
幟
農
家
、
謂
牟
須
岐
鴫
、
野
嶋
、
二
神
嶋
、
怒
和

、
、
、
、

鴫
、
沖
和
嶋
、
柱
鵬
、
都
而
忽
那
七
鴫
云
を
、
嘉
保
年
中
各
六
鴫
奉
遷
八
幡

宮
」
と
「
忽
那
鳩
開
発
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
六
島
（
枝
島
）
の

（
仰
）

う
ち
、
柱
島
は
、
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
以
前
に
賀
茂
上
社
領
と
な
っ
て

さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
庶
流
（
璽
俊
系
統
）
が
嫡
流
（
通
重
系
統
）
の
支
配

外
に
あ
っ
て
、
独
立
し
た
勢
力
を
形
成
し
、
宗
家
を
凌
駕
す
る
実
力
を
持
っ

た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
国
服
か
ら
の
机
統
形
態
を
ふ
る
と
、
嫡
子
通
重
が
忽
那
宗
家

惣
領
を
継
い
だ
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

忽
那
氏
脈
流
で
あ
る
血
便
が
兼
平
以
降
、
惣
領
の
支
配
地
で
あ
っ
た
東
浦
を

繊
与
さ
れ
、
嫡
流
で
あ
る
は
ず
の
通
並
が
西
浦
の
、
し
か
も
松
吉
名
が
分
解

し
て
で
き
た
新
名
の
木
霊
名
（
田
玖
段
小
五
十
歩
、
畠
参
町
余
）
を
国
重
か

ら
液
与
さ
れ
た
こ
と
か
ら
承
る
と
、
あ
る
い
は
庶
子
血
俊
が
嫡
子
通
重
を
抑

え
て
、
米
家
惣
領
を
継
承
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
川
蔽
が
子
供
の
器
批
を
見
て
、
家
将
を
取
俊
に
譲
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
忽
那
氏
系
図
」
で
、
亜
俊
系
統
が
嫡
流
（
長
男
）
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
忽
那
島
の
所
傾
、
諸
職
は
、
国
軍
の
後
、
そ
の
子
通
重
、
重

俊
、
放
康
等
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
独
立
し
た
形
態
を
保
ち
な

が
ら
、
藤
府
の
御
家
人
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
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Ｉ倖瓢猟鰯》・
’
１
助
血

忽
那
氏
に
よ
る
他
島
進
出
状
況
に
つ
い
て
、
「
忽
那
氏
系
図
」
付
註
に
よ

る
と
、
前
記
の
如
く
柵
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
忽
那
氏
系
図
」
も
、

「
忽
那
鴫
開
発
記
」
と
同
様
、
後
世
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す

べ
て
信
じ
ら
れ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
「
忽
那
鴫
開
発
記
」
の
記
載
内

容
よ
り
は
、
は
る
か
に
説
得
力
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
国
、
の
後
、
忽
那
島
の
所
領
、
諸
識
は
、
前
述
し
た
如
く
、
通
砿
、
皿

俊
、
重
康
等
に
分
割
譲
与
（
第
一
次
分
割
）
さ
れ
、
こ
れ
以
降
は
、
そ
れ
を

さ
ら
に
細
分
化
し
た
分
割
譲
与
（
第
二
次
分
割
）
が
行
な
わ
れ
、
数
多
く
の

．
分
地
頭
」
（
一
分
名
主
）
を
創
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

い
る
し
、
沖
和
地
島
は
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
六
年
（
二
九
○
）
四
月
十
九

日
条
に
、
「
周
防
国
沖
和
地
沙
汰
人
行
能
相
向
使
弁
済
鬼
」
と
あ
り
、
内
宮

役
夫
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
治
、
嘉
保
年
中
（
一
○
八
七
’
九

六
）
以
降
、
忽
那
氏
と
関
係
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
忽
那
氏
の
他
島
進
出
は
何
時
頃
か
と
い
う
と
、
裏
付
け
と
な

る
史
料
を
欠
き
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
忽
那
島
に
お
け
る
所
帯
分
割
の

状
況
か
ら
ゑ
て
、
鎌
倉
木
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
屯
の
で
は

な
い
か
と
排
川
す
る
の
で
あ
る
。

伊
予
国
の
島
喚
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

「
忽
那
氏
系
Ｎ
抜
粋
」

な
所
帯
の
細
分
化
は
、
鎌
倉
末
期
に
至
っ
て
、
さ
ら
に
進
行
し
、
可
耕
地
に

限
り
の
あ
る
島
蝋
名
田
で
は
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
の
左
衛
門
尉
下
知

状
に
あ
る
如
く
、
「
半
名
主
」
層
を
も
生
み
出
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
忽
那
氏
分
派
に
よ
る
所
帯
分
割
と
、
そ
の
細
分
化
は
、
一
方
で
、

（
岨
）

一
分
地
頭
藤
原
氏
代
長
小
心
と
一
分
地
頭
飛
則
の
相
論
、
半
名
主
道
念
と
半
名

（
い
）

主
親
賦
の
相
諭
等
々
、
新
た
に
派
生
し
た
庶
家
間
の
内
紛
を
生
糸
、
嘉
暦
二

年
（
一
三
一
一
七
）
七
月
二
日
付
六
波
羅
施
行
状
に
、
「
伊
予
国
忽
那
嶋
一
分
地

加
代
祐
将
申
当
鵬
一
分
名
主
孫
四
郎
以
下
鏑
、
致
二
苅
麦
狼
籍
一
山
事
」
と
あ

（
“
）

る
よ
う
に
、
一
族
の
衝
突
と
叩
し
党
的
性
格
を
群
、
び
た
臓
家
を
も
生
み
出
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
忽
那
島
内
の
所
領
細
分
化
と
平
行
し
て
、
他
方
で
は
、

限
界
に
達
し
た
所
併
分
割
の
打
開
を
求
め
て
、
近
隣
の
島
々
へ
庶
家
が
進
出

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
庶
家
は
、
進
出
先
島

蝋
部
に
勢
力
を
扶
航
し
、
惣
領
か
ら
分
立
し
た
独
自
の
勢
力
を
形
成
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
次
の
車
明
宛
護
良
親
王
令
旨
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

伊
豆
国
在
庁
時
政
子
孫
高
時
法
師
、
奉
蔑
如
朝
家
候
間
、
所
被
加
征
伐

（
護
良
）

山
、
率
軍
勢
可
被
馳
参
戦
場
者
、
依
大
塔
二
口
Ⅱ
親
王
令
旨
状
如
件
、

（
四
条
）

元
払
三
年
四
月
一
日

左
少
将
隆
貞

（
收
明
）

川
丁
国
忽
那
孫
九
郎
釦

こ
れ
は
収
明
へ
の
軍
勢
催
促
状
で
あ
る
が
、
「
忽
那
一
族
軍
忠
次
第
」
に

は
、

一
、
喜
多
郡
根
来
城
宇
都
宮
家
人
元
弘
二
年
二
月
発
向

（
府
）

一
、
符
中
守
護
参
河
守
貞
宗
舘
今
口
戦
後
二
月
十
一
日

（一一一力）

｜
、
重
豈
同
多
郡
根
来
城
目
二
月
一
日
至
干
同
十
一
日
合
戦

￣

＝
一

一
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凶
徒
等
迫
剛
事
、
日
関
東
所
被
仰
下
也
、
早
率
一
族
可
被
抽
軍
忠
、
於

有
功
者
殊
可
被
行
賞
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

述
武
二
年
正
月
十
九
日

散
位
（
花
押
）

（
箪
明
）

忽
那
孫
九
郎
殿

以
上
、
二
通
の
散
位
某
奉
書
（
軍
勢
催
促
状
）
は
宛
名
が
「
忽
那
伊
勢
公

御
房
」
（
亜
淌
）
と
「
忽
那
孫
九
郎
」
（
菰
肌
）
と
異
な
る
こ
と
と
、
日
付

が
、
孫
九
郎
宛
の
方
が
三
日
後
の
瀧
武
二
年
正
月
十
九
日
で
あ
る
点
を
除
い

て
、
発
給
者
、
文
面
等
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
時
期
、
忽

那
氏
が
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
、
重
明
は
惣
領
（
重
義
、
重
清
）
の
統
率
外
に
あ
っ
て
、
か
な
り
の

勢
力
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
敢
要
な
史
料
で
あ
ろ
う
。

（
妬
）

こ
の
重
明
の
勢
力
基
盤
は
、
父
重
頼
の
津
和
地
島
進
出
以
来
二
代
に
わ
た

と
あ
っ
て
、
惣
領
重
義
、
重
清
は
早
く
か
ら
討
幕
軍
に
加
わ
っ
て
活
躍
し
て

（
妬
）

お
り
、
そ
れ
は
、
元
弘
三
年
三
月
什
八
日
付
重
清
軍
忠
状
に
よ
っ
て
も
傍
証

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
令
旨
は
、
重
義
と
は
別
に
、
ま
だ
討
幕
の
態
度

を
決
め
か
ね
て
い
た
重
明
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
胞
明
が
直
接
、
軍
勢
催
促
を
受
け
る
に

相
当
す
る
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
は
、
次
の
二
通
の
奉
書
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
明
確
と
な
る
。

凶
徒
等
追
罰
事
、
自
関
東
所
被
仰
下
也
、
早
率
一
族
可
被
抽
軍
忠
、
於

有
功
者
殊
可
被
行
賞
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

雄
武
二
年
正
月
十
六
日

散
位
（
花
押
）

（
礪
清
）

忽
那
伊
勢
公
御
一
房

法
政
史
学
第
三
十
七
号

っ
て
、
そ
の
島
に
勢
力
を
扶
植
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
惣
領
も
、
一
族
の
膨
張
と
分
派
の
中
で
、
一
族
庶
子
の
離

散
と
統
合
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
「
幕
府
の
論
旨
に
応
じ
な
か
っ
た
程
の
謡

（
唖
）

間
な
る
勢
力
を
確
立
」
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
未
、
南
北
朝
初
期
の
忽
那
氏
は
、
他
島
喚
部
進
出

に
よ
る
新
興
庶
家
（
重
明
）
と
惣
領
家
（
東
浦
地
頭
本
家
Ⅱ
重
義
、
重
清
）

と
に
、
そ
の
勢
力
が
二
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
よ
り
遅
れ
て
、
惣

領
家
（
東
浦
地
頭
本
家
）
か
ら
分
立
し
た
庶
子
義
範
が
神
浦
に
拠
り
、
さ
ら

に
柱
島
に
進
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
惣
領
家
を
凌
駕
す
る
勢
力
を
得
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
新
興
庶
家
は
進
出
先
島
蝋
部
の
海
夫
集
団
を
支
配

下
に
入
れ
、
よ
り
一
瞬
、
海
域
支
配
型
領
主
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
る

よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
林
島
に
進
出
し
た
義
範
の
戦
闘
形
態
を
ふ
る
と
、
船
を
用
い

（
岨
）

な
け
れ
ば
で
き
な
い
島
や
油
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
上
で
の
戦
闘
能
力
を
有

し
た
集
川
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
義
範
は
、
重
義
が
嫡
子

噸
治
に
家
督
を
譲
る
際
、
取
義
か
ら
東
浦
の
一
部
（
神
補
一
分
地
頭
）
を
分

（
ぬ
）

割
譲
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
書
状
に
、
「
下
野
法
眼
神
浦
舘
」
「
神
浦

（
印
）

（
副
）

（
記
）

下
野
法
服
一
房
」
「
上
浦
法
服
房
」
「
忽
那
神
浦
下
野
法
服
一
房
」
な
ど
と
み
え
、

東
浦
内
の
神
補
に
館
を
構
え
て
、
そ
こ
を
本
拠
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

義
範
の
史
料
に
お
け
る
初
見
は
、
元
弘
三
年
の
重
清
軍
忠
状
で
、
そ
れ
に

は
、
「
家
人
下
野
房
被
レ
疵
二
被
し
射
し
股
一
畢
」
と
あ
っ
て
、
「
家
人
」
と
し

て
、
重
清
の
軍
忠
状
に
付
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
次
の
延
元
二
年
（
一

一
一
一
三
七
）
二
月
川
日
付
中
務
大
輔
軍
勢
催
促
状
に
は
、
そ
の
宛
名
が
「
忽
那

嶋
東
浦
下
野
殿
」
と
あ
り
、
独
立
し
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
延
元

二

四
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四
年
（
一
一
一
一
一
一
一
九
）
六
月
廿
九
日
付
懐
良
親
王
令
旨
で
は
「
柱
嶋
下
野
〃
」

と
書
か
れ
、
柱
嶋
支
配
を
に
お
わ
す
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
元
弘
三
年
以
降
、
実
力
を
蓄
え
た
義
範

は
、
延
元
の
頃
に
惣
領
亜
淌
か
ら
自
立
し
、
柱
島
支
配
に
着
手
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
林
島
は
役
茂
上
社
の
荘
園
と
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に

は
魚
塩
貢
納
を
役
と
し
た
下
級
荘
官
が
海
夫
を
率
い
、
早
く
か
ら
在
地
領
主

化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
義
範
は
、
こ
の
下
級
荘
官
層
と
結
び
、

樅
島
及
び
そ
の
海
域
支
配
に
若
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
興
国
三
年
（
二
一
四

二
）
四
月
廿
八
日
付
中
院
定
平
奉
書
に
、
「
柱
五
郎
左
衛
門
尉
俊
宗
、
忽
那

（
野
）

下
総
法
服
義
範
、
鵬
水
兵
衛
次
郎
近
行
、
同
兵
衛
四
郎
近
重
以
下
一
味
述
署

輩
之
中
（
略
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
杜
氏
の
ふ
な
ら
ず
、
屋
代
島
島
水
洗
の

（
刑
）

在
地
北
宵
島
末
（
長
崎
）
氏
一
族
と
も
「
一
味
述
署
」
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ
れ
ら
の
反
領
主
的
な
結
△
口
は
、
各
々
の
荘
胴
領
主
に
よ
る
支
配
の
枠
を

越
え
た
も
の
で
、
海
域
に
お
い
て
日
山
に
活
動
す
る
海
賊
衆
と
し
て
の
性
絡

を
顕
著
に
現
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
平
高
顕
が
義
範

宛
に
船
の
併
用
を
申
し
出
た
次
の
書
状
が
あ
る
。

（
関
東
注
進
）

お
上
つ
く
り
ま
て
く
た
ら
れ
候
し
心
さ
し
あ
り
か
た
く
候
、
く
わ
ん
と

（
恩
賞
安
堵
）

う
ち
う
し
ん
候
ぬ
、
を
ん
し
や
う
あ
む
と
の
た
め
仁
候
、
さ
て
〈
は
た

（
相
違
）

の
事
さ
う
ゐ
す
る
事
候
ほ
と
二
、
ふ
れ
を
と
り
二
さ
え
門
二
郎
を
の
ほ

せ
候
、
無
心
の
覗
な
と
も
の
か
れ
申
候
、
ふ
れ
か
し
進
ら
れ
候
〈
、
、

や
か
て
も
と
し
過
さ
れ
候
へ
く
候
、
お
上
ふ
れ
を
一
ま
わ
り
と
上
げ
ら

れ
候
（
、
、
あ
ひ
か
ま
へ
て
か
し
く
た
さ
れ
候
〈
、
、
人
を
あ
の
せ
ら

れ
候
て
、
ふ
れ
も
や
か
て
ま
ふ
け
ら
れ
候
へ
く
候
、
あ
な
か
し
ぐ
、

伊
予
同
の
蝸
蝋
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

（
平
高
顕
）

十
二
月
十
七
日

（
花
押
）

く
つ
な
（
義
範
）

下
野
法
眼
御
一
尻

こ
の
書
状
の
「
は
た
の
事
」
に
つ
い
て
、
長
沼
氏
は
「
吉
野
の
朝
廷
と
土
一

（
別
）

住
又
は
士
佐
の
幡
多
と
の
往
来
を
思
は
し
め
る
●
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
幡
多
は
尊
良
親
王
の
元
弘
の
廃
所
で
あ
り
、
ま
た
、
懐
良
親
王

と
同
時
期
に
花
園
官
が
伊
勢
か
ら
土
佐
へ
渡
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
と

の
班
絡
、
往
来
の
た
め
に
、
義
範
に
船
の
併
用
を
申
し
出
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
書
状
に
あ
る
船
の
併
用
依
頼
こ
そ
、
義
範
が
か
な
り
の
規

模
の
船
舶
を
所
有
、
も
し
く
は
、
動
員
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付（
弱
）
｜

け
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
熊
野
海
賊
衆
湯
浅
氏
が
高
野
御
倉
の
問
峨

を
保
有
し
て
勢
力
を
得
た
の
と
同
じ
く
、
義
範
も
神
浦
お
よ
び
柱
島
支
配
を

背
景
に
し
て
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
問
職
の
権
利
を
掌
握
し
て
い
っ
た
、
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
書
状
か
ら
も
読
承
と
れ
る
よ
う
に
、
船

を
所
有
し
て
い
た
彼
ら
が
、
両
政
権
の
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
力
と
し
て
利
用
さ
れ

（
、
）

た
こ
と
は
、
泰
地
、
塩
崎
氏
等
が
北
朝
方
の
輸
送
に
従
事
し
た
こ
と
か
ら
‘
も

わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
南
北
帆
争
乱
と
い
う
政
治
的
要
因
が
、
沿
岸
・
島
喚
土
豪

を
し
て
、
城
力
と
し
て
の
海
賊
衆
の
形
成
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

四
、
南
朝
政
権
と
忽
那
海
賊
衆

（
師
）

懐
良
親
ｆ
一
行
十
二
人
は
、
九
州
へ
下
向
す
る
途
中
、
忽
那
島
に
三
カ
年

（
肥
）

間
滞
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
滞
在
に
よ
っ
て
、
忽
那
氏
が
ど
の
よ
う
に

南
朝
政
権
下
に
組
承
入
れ
ら
れ
、
海
賊
衆
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
）

し
て
承
よ
う
。
な
お
、
親
王
の
下
向
時
期
に
つ
い
て
は
、
延
元
二
年
説
と
延

二

五
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七
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（
刃
）

元
四
年
説
と
の
二
つ
の
学
説
が
あ
る
が
、
先
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
延

元
四
年
説
に
た
っ
て
論
を
腱
閉
ざ
せ
よ
う
と
思
う
。

①
単
忠
之
次
第
被
間
食
了
、
殊
以
神
妙
、
弥
可
柚
忠
節
者
、
征
西
将
軍
令

旨
如
此
、
価
執
達
如
件
、

（
異
筆
）

（
丘
条
頼
尤
）

「
延
一
兀
四
」
四
月
Ⅱ
八
日

勘
解
、
次
向
（
花
押
）

（
義
範
）

忽
那
下
野
一
脚

②
車
忠
之
次
第
被
間
食
了
、
尤
以
神
妙
、
弥
可
柚
忠
節
者
、
征
西
将
軍
令

旨
如
此
、
悉
之
以
状

（
異
筆
）

（
几
条
頼
元
）

「
延
一
兀
四
」
六
月
什
九
日

勘
解
由
次
官
（
花
押
）

（
獲
範
）

桃
嶋
下
野
一
尻

③
安
芸
国
凶
徒
等
発
向
忽
那
嶋
処
、
致
合
戦
忠
節
之
条
尤
以
神
妙
、
殊
所

被
感
恩
食
山
、
者
征
西
将
軍
令
旨
如
此
、
悉
之
以
状

（
異
筆
）

「
興
国
－
工
」
十
月
廿
一
日

侍
従
（
花
押
）

（
義
範
）

下
野
法
眼
一
房

こ
れ
ら
は
、
義
範
が
賜
っ
た
三
通
の
懐
良
親
王
令
旨
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

ま
ず
、
こ
の
令
旨
が
出
さ
れ
た
理
由
と
そ
の
背
景
を
検
討
し
て
承
よ
う
。

元
弘
一
一
一
年
（
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
）
か
ら
建
武
五
年
（
延
元
一
一
一
年
Ⅱ
一
一
一
一
一
一
一
八
）
に

か
け
て
活
躍
し
た
惣
領
植
猜
お
よ
び
津
和
地
島
地
頭
而
明
に
代
わ
っ
て
、
延

元
三
年
後
半
頃
か
ら
、
義
範
が
脚
光
を
浴
び
始
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
文
書
の
発
給
状
況
か
ら
ゑ
て
、
重
明
は
建
武
四
年
七
月
廿
九
日
付
軍
忠

状
を
最
後
に
、
ま
た
、
重
清
は
建
武
五
年
三
月
十
一
日
付
軍
忠
状
を
最
後

に
、
以
後
そ
の
名
が
現
わ
れ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
義
範
宛
の
も
の
が
ほ

（
、
）

と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
延
元
三
年
以
降
、
義
範
の
勢

力
が
忽
那
諸
島
に
お
い
て
優
勢
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
汁
錐
か
ら
、
先
の
三
通
の
令
旨
を
承
る
な
ら
ば
、
①
の
令
旨
は
、

義
範
が
延
元
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
忽
那
諸
島
の
武
家
方
勢
力
を
制
圧

し
、
懐
艮
親
王
一
行
を
迎
え
入
れ
た
勲
功
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
一

ろ
う
。

ま
た
、
②
の
へ
巴
Ⅱ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
宛
名
が
、
「
桃
鴫
下
野
一
男
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
義
範
が
椛
島
に
進
出
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
岡
田
氏
は
、
そ
の
理
山
と
し
て
、
「
長
期
滞
在
の
た
め
に
身
分

（
皿
）

上
の
格
雄
か
ら
お
義
関
係
を
洲
雅
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
あ

る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
懐
艮
親
王
の
九
州
下
向
に
際
し
て
、
当
初
よ
り
、
忽

那
島
に
長
期
間
滞
在
す
る
計
画
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
こ
と
。
ま
た
、
忽
一

（
⑰
）

那
島
に
洲
在
し
、
か
り
に
、
「
親
王
が
忽
那
諸
島
で
全
権
を
握
る
」
と
し
て

（
㈹
）

も
「
義
範
か
ら
忽
那
の
号
箱
を
取
り
上
げ
る
」
必
要
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
・

（
“
）

い
こ
と
。
さ
ら
に
、
「
柱
島
地
頭
幟
に
義
範
を
置
き
か
陰
え
た
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
実
際
に
柱
島
地
頭
腋
を
義
範
に
安
堵
し
た
の
は
九
年
後
の
正
平
三
年

（
硫
）

（
一
三
四
八
）
九
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な

い
こ
と
。
以
上
の
点
か
ら
、
岡
川
氏
の
見
解
に
疑
念
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
象
よ
う
と
思
う
。

快
良
親
北
一
行
十
二
人
が
忽
那
島
に
長
期
間
滞
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
探
題
一
色
氏
を
始
め
、
少
弐
、
大
友
、
島
津
氏
等
、
九
州
在
住
の
武
家

方
武
将
に
、
そ
の
行
手
を
Ⅲ
ま
れ
た
た
め
で
あ
り
、
目
的
は
あ
く
ま
で
も
九

州
下
向
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
九
州
の
状
勢
が
好
転
す
れ
ば
、
忽
那
島

か
ら
離
れ
る
荊
定
的
滞
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

獅
定
的
沸
在
と
い
っ
て
も
、
懐
良
親
王
一
行
を
迎
え
た
義
範
に
と
っ
て
、
親

一一一ハ
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王
以
下
十
二
人
の
南
朝
方
要
人
を
、
忽
那
島
に
お
い
て
、
安
全
に
匿
う
た
め

に
は
、
忽
那
島
北
域
の
防
禦
を
固
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
②
の
令
旨
の
宛
名
が
「
柱
鵬
下
野
房
」
と
あ
る
の
は
、
義
範
が
懐
艮
親

王
の
滞
在
す
る
忽
那
島
防
衛
の
た
め
、
柱
島
に
進
出
し
、
そ
の
島
順
支
配
に

着
手
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

柱
島
は
地
理
的
に
ゑ
て
、
周
防
、
安
芸
に
対
す
る
前
線
基
地
を
築
く
最
良

の
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
義
範
の
柱
島
進
出
と
は
、
忽
那
島
防
衛
の
た
め

の
北
域
の
守
り
を
川
め
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
近
海
の
制
海
権
確
保
を
ね
ら

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
付
表
１
参
照
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
功
に
よ

り
、
②
の
令
旨
が
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の

（
肺
）

一
年
後
の
興
国
元
年
（
二
一
一
四
○
）
十
月
に
、
安
芸
国
守
護
武
田
信
武
が
、

（
師
）

さ
ら
に
、
一
二
年
後
の
興
国
三
年
（
一
一
一
一
四
一
一
）
一
一
一
月
に
は
、
伊
予
国
の
河
野

通
盛
が
、
忽
那
島
を
襲
蝿
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
も
、
忽
那
島
防
衛
が
急

務
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
③
の
令
旨
は
、
文
面
か
ら
ゑ
て
、
武
田
信
武
の
忽
那
島
襲
鍵
に
対

し
て
、
忽
那
氏
の
奮
闘
を
称
え
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
期
に
限
っ
て
、
武
家
方
有
力
武
将
が
、
忽
那
島
を
襲

盤
し
た
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
忽
那
氏
が
か
か
わ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
伊

予
国
で
の
峨
闘
は
す
べ
て
が
伊
予
本
土
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
に
比
べ
て
、

こ
の
興
国
元
年
十
月
の
武
田
氏
、
興
国
三
年
三
月
の
河
野
氏
の
襲
蝿
事
件
は

異
質
な
も
の
で
、
そ
の
矛
先
が
直
接
、
忽
那
島
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
こ
の
時
期
、
忽
那
島
に
は
、
武
家
方
の
攻
撃
目
標
と
な
る
べ
き
も
の

が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
の
恰
好
の
攻
撃
目
標
こ
そ
、
快

艮
親
王
以
下
十
二
人
の
南
朝
方
要
人
の
忽
那
島
滞
在
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測

伊
予
国
の
島
蝋
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
興
国
元
年
十
月
の
武
田
氏
襲
撃
に
よ
っ
て

忽
那
烏
も
安
全
な
場
所
で
は
な
く
な
り
、
懐
良
親
王
一
行
の
離
島
計
画
も
具

体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
興
国
一
一
年
一
一
一
月
の
河
野
氏
襲
撃

時
に
は
、
既
に
一
行
は
九
州
に
向
け
て
離
島
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
も
の

と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、
懐
艮
親
王
の
忽
那
島
滞
在
に
よ
っ
て
、
忽
那
氏
は
、
武
家

方
の
攻
躍
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
近
隣
島
喚
土
豪
と

の
二
味
述
磐
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
海
域
な
ら
び
階
喚
防
衛
に
当
る
の
で
あ

る
。岐
後
に
、
熊
野
海
賊
衆
と
忽
那
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、

「
忽
那
一
族
軍
忠
次
第
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
、
熊
野
勢
当
国
下
向
兵
狼
両
度

一
、
方
々
上
下
向
押
送
並
兵
恨
事

こ
れ
は
、
懐
艮
親
王
滞
在
を
契
機
に
し
て
、
耐
朝
方
勢
力
と
忽
那
氏
と
の

丈
流
を
記
し
た
も
の
で
、
熊
岬
海
賊
衆
や
南
朝
方
要
人
が
度
々
、
忽
那
島
を

訪
れ
、
そ
れ
に
対
し
忽
那
氏
は
、
そ
の
要
人
輸
送
や
兵
根
の
提
供
な
ど
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
そ
の
交
渉
は
浅
か
ら
ぬ
も
の
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
快
良
親
王
滞
在
に
よ
っ
て
、
南
朝
方
海
賊
衆
の
一

翼
を
机
わ
さ
れ
た
忽
那
氏
は
、
親
王
が
九
州
へ
渡
海
し
た
後
も
、
熊
野
海
賊

衆
と
共
に
祉
西
府
支
援
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

（
岡
）

次
の
本
書
に
よ
っ
て
、
説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
国
中
国
海
賊
等
三
十
余
艘
、
自
飲
肥
南
郷
内
目
井
浦
奔
通
肝
付
郡
内

（
Ｅ
）

之
川
□
崎
之
間
、
定
可
机
加
凶
徒
嗽
、
鋪
回
速
可
致
用
意
之
由
、
野
辺
孫

七
艦
山
以
使
者
所
馳
申
山
、
価
書
状
如
此
、
不
犯
時
尅
馳
寄
当
陣
、
可

一

一

七
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被
致
合
戦
、
価
執
達
如
件
、

（
五
力
）

（
道
鑑
）

貞
和
三
□
月
廿
七
日

沙
弥
（
花
押
）

（
璽
久
孫
八
）

｜
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
一
殿

（
重
久
家
文
書
）

こ
れ
を
よ
る
と
、
四
国
・
中
国
海
賊
の
兵
船
三
十
余
が
日
向
の
目
井
湘
か

ら
大
隅
の
内
之
浦
に
下
り
、
薩
摩
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
、
「
不
し
廻
二
時
尅
一

馳
。
寄
当
陣
『
可
し
被
し
致
二
合
戦
一
」
と
、
沙
弥
道
鑑
（
島
津
貞
久
）
は
瓶
勢
催

促
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
谷
山
城
に
拠
っ
て
い
た
懐
良
親
王
を
支
援
す
る

た
め
に
、
南
朝
方
海
賊
衆
が
南
下
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
貞
和
三
年
（
正
平
二
年
Ⅱ
一
三
四
七
）
六
月
十
七
日
付
市
来
崎
六
郎
次

（
的
）
（
、
）
（
、
）

郎
宛
道
鑑
感
状
や
渋
谷
五
名
、
愈
興
軍
忠
状
に
よ
る
と
、
数
日
後
に
、
こ
れ

ら
の
海
賊
衆
が
武
家
方
島
津
氏
の
諸
城
を
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
正
平
二
年
五
月
十
一
一
一
日
付
義
範
宛
左
近
大
夫
将
慌
某

の
軍
勢
催
促
状
を
糸
れ
ぱ
、
「
朝
敵
対
治
間
事
、
可
ｒ
存
二
同
心
之
儀
一
之
状

如
レ
件
」
と
あ
り
、
先
の
沙
弥
道
鑑
奉
書
の
「
四
国
中
国
海
賊
」
と
、
何
ら
か

の
関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
市
来
崎
六
郎
次
郎
宛
感
状
の
日
付

（
欠
損
）

が
、
六
月
十
七
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
沙
弥
道
鑑
奉
書
の
□
月
は
、
五

月
と
推
定
し
て
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
岡
田
氏
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
義
範
が
軍
勢
催
促

状
を
受
け
て
半
月
後
に
な
り
、
忽
那
勢
が
参
加
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら

（
犯
）

れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
南
朝
海
賊
衆
と
し
て
の
一
翼
を
担
っ
た
忽
那

氏
の
姿
が
想
定
で
き
、
ま
た
、
兵
根
の
提
供
で
わ
か
る
よ
う
に
、
忽
那
諸
島

は
、
吉
野
と
征
西
府
と
を
結
ぶ
、
内
海
の
中
継
基
地
と
し
て
の
重
要
な
役
割

も
背
負
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

法
政
史
学
第
三
十
七
号

以
上
、
鎌
倉
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
忽
那
氏
の
動
向
を
探
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
海
賊
衆
形
成
の
一
端
を
考
察
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
史
料
的
制
約
な

ど
か
ら
、
推
論
を
亜
ね
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
回
学
諸
氏
の
忌
慨
の
な
い
御
批
判
を
賜
り
、

今
後
の
研
鍍
の
樹
と
し
た
い
。

最
後
に
、
こ
の
論
文
を
書
く
に
当
っ
て
、
指
導
教
授
中
野
栄
夫
先
生
、
お

よ
び
愛
媛
県
史
編
纂
委
員
山
内
譲
氏
に
種
々
、
御
指
導
、
御
教
示
を
戴
い

た
。
紙
面
を
階
り
、
記
し
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

註（
１
）
河
合
正
治
「
四
国
の
経
済
発
展
と
海
賊
衆
」
（
松
岡
久
人
編
『
内

海
地
域
社
会
の
史
的
研
究
』
所
収
）

（
２
）
相
川
二
郎
「
中
世
に
於
け
る
海
上
物
資
の
護
送
と
海
賊
衆
」
（
『
中

世
の
関
所
』
所
収
）

（
３
）
渡
辺
則
文
「
城
下
町
形
成
の
脈
史
的
過
稗
ｌ
伊
予
Ｍ
の
場
合
ｌ
」

（
魚
澄
惣
五
郎
博
士
編
『
大
名
頗
国
と
城
下
町
』
所
収
）

宇
川
川
武
久
「
戦
国
期
内
海
警
固
衆
の
一
性
格
ｌ
安
芸
国
白
井
氏

の
場
合
ｌ
」
（
『
軍
事
史
学
』
第
八
巻
二
号
）
、
同
氏
「
海
賊
衆
来

島
村
上
氏
の
性
格
ｌ
戦
国
期
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
海
事
史
研
究
』
第

一
六
号
、
昭
和
妬
）
同
氏
「
中
世
海
賊
衆
の
終
末
ｌ
伊
予
村
上
氏

一
族
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
一
一
一
一
一
一
三
号
）
、
同
氏

「
大
内
氏
警
固
衆
の
消
長
と
毛
利
氏
の
水
軍
編
成
」
Ｓ
海
事
史
研

究
』
第
一
九
号
、
昭
和
ｗ
）

柴
辻
俊
六
「
戦
国
大
名
武
田
氏
の
海
賊
衆
」
（
『
信
濃
』
第
二
四
巻

第
九
号
、
昭
和
灯
）

結
び

一

一

八
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村
井
益
男
「
水
軍
に
つ
い
て
の
覚
書
ｌ
小
浜
氏
の
場
合
ｌ
」
（
『
日

本
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
｜
、
昭
和
妬
）

（
４
）
藤
田
明
『
征
西
将
軍
官
』

長
沼
賢
海
「
懐
良
親
王
の
征
西
路
考
」
（
『
史
淵
』
一
三
号
）

景
浦
直
孝
『
伊
予
史
精
義
』
、
同
氏
「
伊
予
海
賊
沿
革
略
史
」
円

ロ
ロ
四
（
『
伊
予
史
談
』
二
・
三
・
四
・
六
・
七
号
）

長
山
源
雄
「
懐
良
親
王
の
津
島
郷
御
駐
駕
に
就
い
て
」
（
上
×
下
）

（
『
伊
予
史
談
』
八
七
、
八
八
号
）
、
同
氏
「
伊
予
に
於
け
る
荘
園

の
研
究
四
忽
那
島
荘
」
弓
伊
予
史
談
巳

田
中
元
勝
『
征
西
将
軍
宮
譜
』

寺
本
拡
「
愛
媛
の
庄
園
史
日
忽
那
庄
そ
の
一
」
（
『
ソ
ー
シ
ア
ル
リ

サ
ー
チ
』
四
号
）

宮
本
常
一
『
瀬
戸
内
海
の
研
究
１
』
二
一
一
一
○
’
二
六
九
頁

（
５
）
景
浦
勉
「
忽
那
文
書
に
現
れ
た
皇
室
尊
崇
の
精
神
と
忽
那
氏
一
族

の
勤
王
運
動
（
上
×
下
）
」
（
『
伊
予
史
談
』
一
○
六
、
一
○
七
）
、

同
氏
「
伊
予
史
料
集
成
１
忽
那
家
文
書
』
解
説
篇

（
６
）
岡
田
政
男
「
中
世
海
賊
衆
の
形
成
と
伊
予
国
忽
那
氏
」
ｓ
岡
山
史

学
』
第
二
三
号
）

（
７
）
石
野
弥
栄
「
伊
予
国
の
地
頭
御
家
人
忽
那
氏
に
つ
い
て
」
ｓ
国
学

院
大
学
史
学
大
学
院
史
学
研
究
集
録
』
第
二
号
）

（
８
）
忽
那
大
郎
氏
所
蔵
系
図

（
９
）
中
島
町
誌
史
料
集
「
中
世
」
六
一
’
七
○
頁
、
国
害
刊
行
会
叢

書
『
続
々
群
書
類
従
』
第
三
冊
史
伝
部
其
二
、
同
書
奥
書
に
よ
る

と
、
天
正
十
五
年
三
五
八
七
）
に
忽
那
亀
寿
丸
の
手
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
た
し
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）
国
史
大
系
『
尊
卑
分
肱
』
第
一
篇

（
ｕ
）
「
忽
那
家
文
書
」
元
久
二
年
五
月
六
日
付
関
東
下
知
状
（
『
愛
媛
県

史
資
料
編
古
代
・
中
世
』
一
二
二
号
文
書
〔
以
下
、
数
字
は
文

伊
予
国
の
島
喚
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

書
番
号
を
示
す
〕
）
に
、
「
可
令
早
任
親
父
俊
平
譲
状
旨
、
知
行
伊

予
国
忽
那
嶋
西
方
松
古
名
之
事
」
と
あ
り
、
兼
平
、
家
平
の
父
俊

平
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
山
）
西
岡
虎
之
助
「
武
士
階
級
結
成
の
一
要
因
と
し
て
の
牧
の
発
展
」

（
『
荘
園
史
の
研
究
』
上
巻
所
収
）
一
一
一
○
七
’
三
一
一
頁

（
、
）
忽
那
鵬
開
発
記
の
俊
平
付
註
に
、
「
寿
永
元
壬
寅
年
長
講
堂
建
立
、

米
寿
弐
百
餅
寄
進
、
寺
領
施
行
」
と
あ
る
。

（
皿
）
八
代
国
治
氏
は
「
長
講
堂
伽
の
研
究
」
Ｓ
国
史
繼
説
上
で
、
「
米

麦
二
万
石
は
、
単
な
る
寄
進
で
あ
っ
て
、
寺
倣
の
施
行
は
後
で
あ

る
」
と
し
て
い
る
が
、
石
野
氏
は
既
出
論
文
（
７
）
で
、
「
寺
堂
建

立
以
前
に
所
当
の
寄
進
と
い
う
の
は
不
可
解
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
咽
）
長
隆
寺
文
書
、
天
福
元
年
十
二
几
十
Ｈ
付
関
東
下
知
状
（
写
）

Ｓ
愛
婬
県
史
』
資
料
細
古
代
・
小
仙
五
五
五
）

（
班
）
長
講
堂
所
領
注
文
、
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
文
書
（
『
愛
媛
県
史

資
料
綿
古
代
・
中
仙
』
一
一
七
）

忽
那
帆

御
寺
役

元
三
御
簾
一
間
畳
四
枚
小
文

兵
士
一
人
十
川
料

元
三
砂
十
両

三
月
御
八
識
砂
一
一
一
両

御
更
衣
畳
三
枚
小
文
十
月
料

月
宛
続
松
干
把
十
二
月
料

不
勤
之

御
倉
兵
士
一
人
二
月
料

今
年
支
配

廻
御
菜
一
日
隔
月
勤
什
一
川

上
Ⅱ
新
庄
分

一

一

九
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（
Ⅳ
）
既
出
・
石
野
氏
論
文
（
７
）

（
旧
）
宣
陽
門
院
所
領
目
録
（
八
代
恒
治
氏
所
蔵
）
弓
愛
媛
県
史
資
料

編
古
代
・
中
仙
』
一
一
六
○
）

（
四
）
「
長
隆
寺
文
曾
」
建
長
五
年
七
月
什
九
日
陸
奥
左
近
大
夫
宛
関
東

御
教
脅
（
『
愛
媛
県
史
資
料
細
古
代
・
中
世
』
一
六
八
）

（
卯
）
「
長
降
寺
文
押
」
永
仁
一
一
一
年
廿
一
一
一
付
関
東
下
知
状
写
（
『
愛
媛
蝿

史
資
料
細
古
代
・
中
世
』
五
五
五
）

（
皿
）
「
長
降
寺
文
書
」
正
安
川
年
七
月
七
Ｈ
付
関
東
下
知
状
写
含
愛
媛

県
史
資
料
綱
古
代
・
中
世
』
五
五
五
）

（
皿
）
永
原
慶
二
「
荘
園
領
主
経
済
の
構
造
」
（
『
日
本
経
済
史
大
系
２
中

世
》
洲
』
所
収
）

（
羽
）
伏
見
宮
御
記
録
、
八
代
国
治
「
長
講
堂
領
の
研
究
」
弓
国
史
護

説
』
所
収
）

（
型
）
同
御
記
録
に
、
「
長
満
堂
伽
者
、
第
一
大
事
候
、
能
々
可
被
留
御

意
侯
（
中
略
）
不
可
打
別
州
伝
之
儀
候
（
後
略
と
と
あ
り
、
後

深
草
院
が
伏
見
天
皇
に
遺
詔
し
て
い
る
。

（
躯
）
何
御
記
録
伏
見
院
腹
躯
御
溌
状
符
案

条
々

一
、
播
磨
同

一
、
長
瀞
党
頗
Ⅱ
録
花
川

己
上
新
院
後
伏
几
。
可
打
御
衙
仙
（
中
略
）

正
和
元
年
十
二
月
日

（
あ
）
嘉
禎
一
一
一
年
（
一
二
三
七
）
二
月
八
日
付
「
宮
内
卿
平
朝
臣
業
光
並

光
蓮
連
署
仮
名
譲
状
写
」
に
、
「
い
よ
の
く
つ
な
を
〈
せ
ん
さ
い

御
こ
せ
ん
に
ゆ
つ
り
候
也
」
弓
愛
媛
県
史
資
料
編
古
代
・
中
世
』

一
四
五
）
と
あ
り
、
ま
た
、
「
経
俊
卿
記
」
（
図
書
寮
叢
刊
）
文
応

元
年
（
一
二
六
○
）
七
月
二
十
八
日
の
条
に
、
「
天
晴
、
景
職
来
、

忽
那
庄
事
重
申
相
国
禅
門
許
了
」
と
あ
る
。

法
政
史
学
第
三
十
七
号

（
鉛
）
「
長
降
寺
文
脅
」
元
久
二
年
十
一
月
十
二
日
付
関
東
下
文
写
（
『
愛

媛
県
史
資
料
編
古
代
・
中
仙
』
五
五
五
）

（
鋤
）
「
忽
那
家
文
書
」
承
元
二
年
洲
川
凡
什
七
日
付
関
東
下
知
状
（
『
愛

媛
兜
史
資
料
編
古
代
・
小
仙
』
一
二
八
）

（
洲
）
既
出
、
岡
田
氏
論
文
（
６
）
で
、
氏
は
「
弟
家
平
は
同
年
七
月
二

十
九
Ｈ
に
伊
予
国
守
護
河
岼
通
俗
御
家
人
一
一
一
十
二
人
の
一
人
と
し

て
幕
府
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る
」
と
推
定
し
、
石
野
氏
は
、
既
出

論
文
（
７
）
で
、
「
古
木
家
平
は
忽
那
島
吉
木
（
現
在
西
中
島
）
に

本
拠
を
構
え
、
そ
の
在
地
名
三
川
木
』
を
姓
と
す
る
に
至
っ
た
」

と
論
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
内
譲
氏
も
「
鎌
倉
期
伊
予
国
武
士

団
の
構
造
」
（
「
ソ
ー
シ
ア
ル
リ
サ
ー
チ
』
八
号
）
で
、
石
野
氏
論

文
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
「
よ
し
ぎ
の
三
郎
家
平
」
に
つ
い
て

分
析
し
て
い
る
。

（
皿
）
田
中
稔
「
承
久
の
乱
後
の
新
補
地
頭
補
任
地
八
拾
遺
Ｖ
」
Ｓ
史
学

（
町
）
既
出
石
野
氏
論
文
（
７
）
で
、
氏
は
、
左
の
如
く
、
平
業
光
、
せ

ん
さ
い
御
前
、
坊
城
経
俊
の
関
係
を
図
示
し
て
、
明
解
な
論
述
を

し
て
い
る
。

後
白
河
法
皇
（
宣
陽
門
院
）

｜ＴＩＬ朝子内親王
高
階
栄
子

一
（
丹
後
局
）

治
部
卿
従
三
位

平
維
麟
ｌ
貞
度
ｌ
盛
雌
ｌ
業
房
ｌ
業
兼

ｌ
せ
ん
す
抑
伽

瞳幌ⅢⅧ岼阯瓢舳、』ｌ女（せんざ淵
丹
高
階
栄
子
－
１

（
坊
城
）
経
俊

又
（
せ
ん
さ
い
御
前
）

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
俊
定
ｌ
定
資

１１
経経
世継

○

経圃俊

顕掌突
、-ノ
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雑
誌
』
第
七
九
細
鋪
一
二
号
）

（
兜
）
「
当
国
御
家
人
之
中
井
門
太
郎
長
元
、
忽
那
左
馬
允
国
璽
、
宇
野

太
郎
頼
恒
等
有
寄
手
之
陣
、
各
先
登
攻
戦
、
多
討
味
方
之
健
士
同

十
四
日
、
得
能
四
即
太
郎
通
俊
主
、
為
忽
那
国
重
令
墜
命
給
」
（
河

野
家
譜
）
と
あ
り
、
国
重
の
活
躍
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
鋼
）
山
内
護
「
伊
予
国
に
お
け
る
武
士
団
の
成
立
と
展
開
」
ｓ
日
本
歴

史
』
第
三
七
九
号
）
に
お
い
て
、
氏
は
旧
勢
力
、
越
智
、
新
居
一

族
に
対
し
、
新
興
勢
力
河
卿
氏
の
姿
を
論
述
し
て
い
る
。

（
弘
）
「
長
降
寺
文
抑
」
正
安
四
年
七
月
七
Ｈ
付
関
東
下
知
状
写

（
鍋
）
和
与
状
は
現
存
し
な
い
が
、
建
長
六
年
一
一
一
月
八
日
付
関
東
下
知
状

で
、
内
容
が
Ⅲ
ら
か
で
あ
・
る
。

（
妬
）
将
軍
家
政
所
下

可
令
早
価
知
伊
予
脚
忽
那
祁
嶋
内
西
浦
惣
追
捕
使
職
並
名
川
旧

救
護
状
引

右
任
親
父
左
衛
門
川
通
重
建
長
五
年
二
月
廿
九
日
契
状
、
可
令
領

掌
之
状
、
所
仰
如
件
、
以
下

建
長
八
年
七
月
九
Ⅱ

案
主
清
原

知
家
事
清
原

令
左
衛
門
小
川
藤
原

別
当
陸
奥
守
平
朝
臣
（
花
押
）

机
模
守
平
帆
爪
（
花
川
）

（
幻
）
忽
那
氏
系
図
抜
粋

俊平Ⅲ川馴ⅡⅢ馴戸瓢丁鯛
一
ｌ
家
平

一Ⅲ岬》旧馴重
伊
予
国
の
島
喚
土
豪
忽
川
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

（
冊
）
建
長
八
年
七
月
九
Ⅱ
付
将
耶
家
政
所
下
文
、
正
応
元
年
六
月
二
川

付
関
東
下
知
状
、
正
応
元
年
九
月
十
七
日
付
六
波
羅
下
知
状
、
徳

治
三
年
二
月
一
日
付
沙
弥
性
運
譲
状
並
五
月
廿
日
付
外
題
安
堵
状

等
々
か
ら
み
て
、
通
重
系
統
が
嫡
流
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
”
）
「
忽
那
家
文
書
」
徳
治
三
年
二
月
一
日
付
沙
弥
性
運
（
突
重
）
讓

状
並
徳
治
三
年
五
几
什
Ⅱ
付
外
越
安
蜥
状
（
『
愛
媛
県
史
資
料

編
古
代
・
中
世
』
四
一
二

（
Ⅲ
）
「
賀
茂
別
鯨
神
社
文
洲
」
寿
永
三
年
四
月
二
十
四
日
付
将
軍
家
下

文
中
に
「
周
防
国
馴
雌
疏
」
と
あ
る
。
ま
た
、
文
治
二
年
（
一

一
八
一
○
に
は
、
土
肥
突
平
、
大
野
遠
正
に
対
し
、
乱
妨
停
止
の

下
女
が
で
て
い
る
。

下
周
防
国
伊
保
庄
竃
戸
川
、
矢
嶋
・
柱
嶋
等
住
人

可
鼎
停
止
土
肥
実
平
妨
並
士
人
大
野
七
郎
遠
正
不
当
行
傾
家
進
止

事
（
中
略
）

文
治
二
年
九
月
五
Ｈ

（
机
）
所
柵
分
割
状
況
を
区
別
す
る
た
め
に
、
筆
者
が
便
宜
上
、
一
次
、

二
次
分
割
と
分
類
し
た
。

（
他
）
「
忽
那
家
文
審
」
延
慶
二
年
二
Ⅱ
Ⅱ
一
日
付
六
波
羅
御
教
毒
（
『
愛

媛
県
史
資
料
細
古
代
・
中
仙
』
四
三
一
）

（
柵
）
「
風
早
忽
耶
家
文
詞
」
（
北
条
市
在
忽
川
ト
ラ
氏
蔵
）
文
保
二
年
十

二
月
六
Ⅱ
付
左
術
Ⅲ
川
下
知
状
（
『
愛
媛
県
史
資
料
綱
古
代
・

中
世
』
四
七
九
）

（
Ⅲ
）
小
泉
穴
右
「
播
醗
同
失
脚
圧
の
悪
党
」
（
『
国
史
学
』
六
六
号
）
、

「
東
寺
領
大
和
田
平
野
殿
庄
の
悠
党
」
Ｓ
国
史
学
』
七
○
号
）
、
「
伊

御
国
黒
川
圧
の
恕
党
」
（
『
中
仙
の
社
会
と
経
済
』
所
収
）
、
「
悪
党

に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
○
○
号
）
等
々
の
一
連
の
研
究

に
お
い
て
、
氏
は
、
悪
党
非
法
の
中
核
が
、
苅
田
狼
籍
と
銭
貨
奪

取
に
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

一一一

Hosei University Repository



法
政
史
学
第
三
十
七
号

（
妬
）
元
弘
一
一
一
年
三
月
廿
八
日
付
藤
原
重
清
軍
忠
状
（
「
忽
那
家
文
書
」
、

『
愛
媛
県
史
資
料
細
古
代
・
中
世
』
五
四
三
）
に
、
「
一
、
同
国

喜
多
郡
地
頭
宇
都
宮
遠
江
守
、
同
美
濃
入
道
代
官
等
、
構
根
来
山

城
榔
致
、
朝
敵
之
間
、
目
三
月
一
日
至
干
同
十
一
日
致
数
日
之
合

戦
之
刻
、
」
と
あ
る
。

（
“
）
「
忽
那
氏
系
図
」
亜
頼
の
付
註
に
西
方
津
和
島
地
頭
と
あ
り
、
正

明
の
付
註
に
津
和
地
島
地
頭
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
。

（
灯
）
既
州
景
浦
氏
論
文
（
５
）

（
妃
）
「
忽
那
一
族
軍
忠
次
第
」
に
、
。
、
周
防
国
加
室
合
戦
延
元
四
年

七
月
七
日
「
安
芸
国
波
多
見
合
戦
一
、
周
防
国
屋
代
鵬
大

将
中
院
殿
一
、
備
後
国
靹
合
戦
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
所
が

島
や
浦
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
。

（
⑲
）
「
忽
那
鴫
開
発
記
」
「
忽
那
氏
系
図
」
付
註
に
あ
る
。

（
、
）
「
忽
那
家
文
書
」
貞
和
六
年
七
月
廿
八
日
付
足
利
直
冬
御
判
御
教

書
ｓ
愛
媛
県
史
資
料
細
古
代
・
中
世
』
七
五
五
）

（
皿
）
「
忽
那
家
文
書
」
貞
和
六
年
十
月
一
日
付
足
利
直
冬
御
判
御
教
書

（
『
愛
媛
県
史
資
料
細
古
代
・
中
世
』
七
五
六
）

（
囮
）
「
忽
那
家
文
書
」
正
平
十
一
年
三
月
九
日
付
足
利
直
冬
御
判
御
教

書
Ｓ
愛
媛
県
史
資
料
編
古
代
・
中
世
』
八
二
四
）

（
”
）
宮
本
常
一
『
湖
戸
内
海
の
研
究
１
』
一
七
六
’
一
七
八
頁
。

（
郷
）
長
沼
賢
海
「
懐
良
親
王
の
征
西
路
考
」
（
『
史
淵
』
一
三
号
）

（
弱
）
「
又
続
宝
簡
集
」
百
四
十
（
『
大
日
本
古
文
書
高
野
山
文
書
』
所

収
）

如
先
度
申
入
候
湊
高
野
御
倉
破
損
之
由
被
間
食
候
之
条
歎
入
候
、

几
間
職
管
領
仕
候
之
間
、
元
不
存
不
忠
候
之
処
、
（
中
略
）

六
月
廿
Ⅱ

道
一
（
花
押
）

湯
浅
殿
御
中

一一一一一

（
凶
徒
）

（
素
）

（
船
）
□
□
退
治
事
、
任
．
申
請
□
地
、
塩
崎
一
族
相
共
致
・
目
沙
汰
、
白
陣
周

防
竃
門
関
、
至
摂
津
国
尼
崎
、
呵
令
警
固
、
西
国
運
送
船
並
廻
船

等
且
櫓
別
銭
貨
百
文
、
（
中
略
）

（
高
師
直
）

暦
応
三
年
一
一
一
月
十
四
日

武
蔵
守
（
花
押
）

（
ｗ
）
「
忽
那
一
族
電
忠
次
第
」
に
伊
与
国
所
々
合
戦
二
十
一
項
目
、
他

国
〈
Ⅱ
戦
二
十
八
項
Ⅱ
が
あ
り
、
そ
の
十
七
項
目
は
、
他
国
合
戦
十

一
項
目
と
行
間
を
あ
け
て
、
懐
艮
親
王
一
行
に
関
す
る
事
項
を
列

挙
し
て
い
る
。

（
昭
）
「
一
一
一
ヵ
年
」
左
足
か
け
一
一
一
ヵ
年
と
す
る
か
、
満
三
年
と
す
る
か
は

意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
長
沼
氏
は
既
出
論
文
（
研
）

で
、
「
一
一
一
箇
年
を
満
一
一
一
簡
年
と
考
へ
る
こ
と
・
も
出
来
る
」
と
述
べ
、

、
ま
た
、
景
浦
氏
は
既
川
論
文
（
５
）
で
、
「
一
一
一
ヶ
年
は
満
三
筒
年

と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
卿
）
川
中
元
勝
『
征
悶
将
軍
宮
譜
』
、
藤
川
明
『
征
西
将
瀬
宮
』
、
長
山

源
雄
「
懐
良
親
王
の
津
島
郷
御
駐
鯛
に
就
い
て
」
（
上
×
下
）
弓
伊

予
史
談
』
八
七
・
八
八
）
等
々
に
お
い
て
、
延
元
二
年
到
着
説
を

と
な
え
、
そ
れ
に
対
し
て
、
長
沼
賢
海
「
懐
良
親
王
の
征
西
路

考
」
（
『
史
淵
』
一
三
）
、
景
洲
施
孝
「
伊
予
海
賊
沿
革
略
史
ロ
忽

那
島
の
研
究
」
Ｒ
伊
予
史
談
』
四
）
、
景
浦
勉
「
忽
那
文
書
に
現

れ
た
皇
室
尊
崇
の
精
神
と
忽
那
氏
一
族
の
勤
王
運
動
（
上
と
（
『
伊

予
史
談
』
一
○
六
）
等
々
に
お
い
て
、
延
元
川
年
到
着
説
を
と
な

え
て
い
る
。

（
Ｍ
）
延
元
一
一
一
年
（
一
一
一
一
三
八
）
か
ら
正
平
十
一
（
一
一
一
一
五
六
）
年
の
間

に
、
義
範
宛
書
状
は
、
二
十
五
通
も
あ
る
。

（
皿
×
“
）
（
“
）
（
“
）
既
川
岡
田
氏
論
文
（
６
）

（
師
）
「
忽
那
家
文
書
」
正
平
三
年
九
Ｈ
包
廿
七
日
付
平
高
顕
安
堵
状
（
『
愛

媛
県
史
資
料
綱
古
代
・
中
世
』
七
三
二
）
に
、
「
周
防
国
柱
鵬

地
頭
事
、
忽
那
下
野
法
服
義
範
為
本
領
取
構
之
上
者
、
全
安
堵
可
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（
刀
）

（
犯
）

／へ／■、／■、

７０６９６８
、=ノ、-ノＮ､ノ

（
師
）

（
“
）伊
予
国
の
島
喚
士
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

致
知
行
（
以
下
略
と
と
あ
る
・

「
忽
那
一
族
軍
忠
次
第
」
に
、
。
、
興
国
元
年
十
月
十
日
当
嶋

泰
山
城
安
芸
国
守
護
武
田
寄
来
或
討
留
追
討
返
畢
」
と
あ
る
。

（
通
盛
）

先
々
軍
忠
殊
以
神
妙
、
安
朝
敵
人
河
野
対
馬
入
道
菫
自
恵
、
当
国
乱

入
之
由
有
其
聞
、
然
早
今
発
向
嶋
々
、
彼
輩
於
令
詠
伐
者
、
別
可

被
行
抽
賞
之
状
如
件
、

六
月
十
六
Ｈ

左
少
将
（
花
押
）

忽
那
下
野
一
厨

「
忽
那
家
文
書
」

前
編
薩
藩
旧
記
雑
録
巻
廿
二
（
重
久
家
文
書
）

同
旧
記
雑
録
巻
廿
二
（
出
水
町
友
田
氏
蔵
本
）

同
旧
記
雑
録
巻
廿
二
、
渋
谷
弥
四
郎
重
名
軍
忠
状
並
証
判
（
入
来

院
臣
寺
尾
氏
蔵
）
に
、
（
於
貞
和
三
年
五
月
廿
九
日
夜
、
薩
州
鹿

児
島
院
御
方
、
忍
取
浜
崎
城
之
間
、
六
月
三
日
最
初
馳
越
東
福
寺

城
、
相
伐
御
方
軍
勢
之
処
、
同
大
日
卯
刻
、
熊
野
海
賊
以
下
数
千

人
海
陸
兵
寄
来
之
間
、
（
以
下
略
）
」
と
あ
る
。

同
旧
記
雑
録
巻
什
二
、
渋
谷
九
郎
重
興
軍
忠
状
並
証
判
（
入
来
院

氏
文
書
）
、
文
面
は
、
（
、
）
の
雨
名
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

既
出
岡
田
氏
論
文
（
６
）

￣

￣

一

一

一

一
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付表１〔忽那諸島''1肝地図〕

法
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史
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付表２ 〔忽那島の中|此集落及び惣追l11i使職の所務沙汰範囲〕

惣追捕使職の所務沙汰範囲は徳治三年二月一ロ付沙弥性迩（実可、

襖状並徳治二年五月廿日付外題安堵状より想定

伊
予
国
の
島
喚
土
豪
忽
那
氏
と
海
賊
衆
の
形
成
（
浜
田
）

４ 粟
井
浦伽
履
「
．

Ⅶ
ｊ

Ｊ孔〃魎弓》回
人o
ll（

。

、神補

五
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